
資料３ 

八幡市地域公共交通網再編案（最終案）ルート・運賃・ダイヤの考え方（ルート） 
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変更点①：コミバス東ルートを長谷方面に延伸 

変更の考え方 

〈必要性〉長谷バス停周辺は、バス停への移動が比較的困難な丘陵地

で、既存の路線バスが縮小されている地域である。 

〈対応〉ダイヤの大幅な変更や運行経費の大幅な増加を必要としない

コミバス東ルートの延伸により、長谷停留所周辺のサービス水準

の維持を図る。 

変更点③：(仮称)東部地域予約型乗合タクシーをイズミヤに延伸 

変更の考え方 

〈必要性〉本再編では、イズミヤを八幡市のモビリティハブとして位

置付け、乗継利便性の向上を図ることをコンセプトとする。 

〈対応〉イズミヤに乗入れていなかった(仮称)東部地域予約型乗合タ

クシーについて、イズミヤに乗り入れるよう変更し、コミバス東

西ルートとの乗継を可能とする。 

変更点②：(仮称)東部地域予約型乗合タクシーを志水方面に延伸 

変更の考え方 

〈必要性〉志水周辺は現行のコミバスの利用が少ない地域であるもの

の、コミバスのルート変更によりバス停からの距離が遠くなる地

域が生じる。 

〈対応〉移動需要が小さな地域であることから予約型乗合タクシーの

乗り入れにより現行のコミバスを代替する。 

臙脂字：停留所新設 

（＊付は京阪バスと共用する停留所） 

 

橙字：停留所再設置 

コミバス西ルート 
車両 ：小型バス２台（想定） 
運行頻度 ：1本/時間（想定） 
運行時間帯 ：７～17時台 
・現行のコミバスで利用者の多いルート 
・石清水八幡宮駅まで延伸し、利便性向上 
・イズミヤを乗継停留所とし、コミバス東ルートも
利用可能にすることにより運行範囲を拡大 

コミバス東ルート 
車両 ：タクシー(9人乗)１台 
運行頻度 ：0.5本/時間（想定） 
運行時間帯 ：７～17時台 
・現行のコミバスで利用者の少ないルート 
・車両を小型化し、運行の効率化する一方、安居塚など 
要望のあった地域をカバー。 
・イズミヤを乗継停留所とし、コミバス西ルートも利用可能
にすることにより運行範囲を拡大 

(仮称)東部地域予約型乗合タクシー[定時定路線運行] 
車両 ：タクシー(4人乗)１台 
運行頻度 ：1本/時間（想定） 
運行時間帯 ：７～17時台 
・現行の下奈良、二階堂地域をカバー 
・車両を小型化し、予約制にすることにより運行の効率化。 
・イズミヤを乗継拠点とし、コミバス西や東ルートも利用可能に
することにより運行範囲を拡大 


